
広島労働局労働基準部監督課

派遣労働者の
労働条件等の確保のために



派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に当たって

2

派遣元・派遣先の双方が、自らの責任を十分に理解しそれぞれの義務を果たすこと

派遣元・派遣先は、労働者派遣契約の相手方の責任についても

互いに理解し、その上で適切な連携を図ること

特に、安全衛生を確保するためには、派遣先が派遣労働者の危険又は

健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に講ずること



労働条件の確保に関する重点事項
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・派遣元と派遣先は、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させた場合に労働基準法違反等が生じない

よう、派遣契約の内容を相互に十分に確認してください。

・労働時間の枠組みと実績に関する連絡体制を確立してください。

２ 労働時間についての連絡体制を確立しましょう

派遣元・派遣先が連携して実施すべき重点事項

１ 労働者派遣契約の内容は適正ですか

・派遣元と派遣先は、派遣労働者が年休の取得を請求した場合の手続き等をあらかじめ定め、派遣元が派遣

労働者に年休を与えるため、代替労働者の派遣、派遣先における業務量の調整等の対応をとることができる

体制を確立することが望ましいです。

・派遣先はその調整に協力し、派遣元が適切に年休を与えることができるよう配慮してください。

３ 年休の取得についての協力体制を整えましょう



・派遣先が派遣労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、派遣元で36協定を締結・届出する必要がありま

す。

・派遣元は、派遣先が36協定の範囲を超えて時間外労働等を行わせることがないように情報提供等を行いま

しょう。

労働条件の確保に関する重点事項
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派遣元

＜労働時間の枠組みについて＞

・派遣元での36協定の内容等を把握し、時間外労働等を行わせる場合には、その範囲内にとどめる必要があり

ます。

・36協定の範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合、派遣先が労働基準法違反になります。

・派遣元から36協定の写しをもらう等情報提供を求めましょう。

派遣先

２ 労働時間についての連絡体制を確立しましょう



・割増賃金の計算にあたり、労働時間について派遣先に情報提供を求めましょう。

【派遣元でも必要な労働時間管理をしてください】

・複数の派遣先に派遣する派遣労働者について、累計労働時間を把握・管理してください。

・派遣就業以外の、派遣労働者が派遣元の指揮管理下にある時間（点呼、研修、移動時間等）は労働時間と

して派遣元が適正に把握、管理してください。

労働条件の確保に関する重点事項
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派遣元

＜実際の労働時間について＞

・派遣先は、派遣労働者の労働時間を適正に把握しなければなりません。

<労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン>

・使用者は、労働時間を適正に管理するため、タイムカード等の客観的な記録を基礎として、

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

・適正に把握した労働時間を派遣元に正確に通知しましょう。

派遣先

２ 労働時間についての連絡体制を確立しましょう



安全衛生の確保に関する重点事項
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！もし派遣労働者が労働災害に被災した場合は・・・！

・死亡・休業災害の場合、派遣先、派遣元がそれぞれ「労働者死傷病報告」を作成し、所轄の労働基準監督署

に提出する必要があります。

派遣先 派遣元

・派遣先から労働災害の原因や対策について情報を入手し、再発

防止に活用してください。

派遣元

・労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じてください。

派遣先

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、
電子申請が原則義務化されました。

（令和７年１月１日施行）



参考パンフレット
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広島県最低賃金の改正
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